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１．はじめに 

住まいは人の生活に欠かせないもので

あるが、極めて高額である上に、維持管理

にも費用がかかり、住み手にとっては大き

な負担となっている。とりわけ高齢者は、

収入が限られている上に身体機能が低下

したり、介護が必要になったりする可能性

があり、いつまで在宅生活を続けられるか、

住まいに関して大きな不安を感じている

と考えられる。また、地球温暖化の影響で

台風等の自然災害が頻発化・激甚化してい

ることや、巨大地震への備えが必要なこと

なども、住まいへの不安を増幅している。 

そこで本稿では、高齢者が現在、住まい

について感じている問題点の全体像を把

握すると共に、虚弱化した際の住み替えや

改修の意向、更に災害対策の現状を把握し、

必要な支援について考察する。 

 

２．調査の概要 

 本稿では内閣府「令和５年度 高齢者の

住宅と生活環境に関する調査」のデータを

用いて、年齢別、収入別、及び住宅の所有

形態別に分析を行う。これらのデータは全

て、内閣府のホームページ１）で公開されて

いる。調査の概要は表１のとおりである。

なお筆者は企画分析委員として同調査に

関与した。

表１１ 調査の概要 

調査対象者 全国の 65 歳以上（令和５年 10 月 1 日現在）の男女（施設
入所者は除く。） 

調査方法及び調査期間 郵送調査法（オンライン回答併用） 
令和５年 10 月 26 日～11 月 30 日 

標本抽出方法、標本数 層化二段無作為抽出法  標本数 4,000 人 

有効回収数（有効回収率） 有効回収数 2,677 人（有効回収率 66.9％） 

調査委託機関 一般社団法人新情報センター 

 

３．回答者の基本的な属性 

回答者の属性は以下のとおりである。性

別は、男性 47.7％、女性 52.3％とやや女性

が多い。 

年齢は、前期高齢者（65～74 歳）と後期

高齢者（75 歳以上）の割合がほぼ同じであ

る（表２）。 

現在、一緒に暮らしている同居者につい

て複数回答で聞いたところ、「配偶者（夫又

は妻（パートナーも含む））」が 62.3％と最

も多く、次に「子（子の配偶者を含む）」

30.6％、「同居者はいない（ひとり暮らし）」

20.1％の順となっている（表２）。概括する

と、年齢が高いほど「同居者はいない（ひ

とり暮らし）」及び「子等と同居」が多く、

「配偶者等と同居」は少なくなる傾向がみ

られる（図１）。 

住宅の所有形態は、「持家（一戸建て）」

が多く、全体では 76.2％を占める（表２）。

以下、「持家（分譲マンション等の集合住

宅）」8.3％、「賃貸住宅（民営のアパート、

マンション）」5.9％、「賃貸住宅（公営・公
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社・ＵＲ等の集合住宅）」4.5％、「賃貸住宅 （一戸建て）」2.4％の順で多い。 

               

             表２ 基本的な属性           n＝2677 

年齢 65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85～89 歳 90 歳～   

％ 22.8 28.2 22.5 15.9 8.1 2.6   

現在の同

居 者 ( 複

数回答) 

同居者はい

ない（ひとり

暮らし） 

配偶者（夫又は妻（パー

トナーも含む）） 

親 

（配偶者の

親を含む） 

子 

（子の配偶

者を含む） 

その他 

（親族以外

も含む） 

不明・ 

無回答 

 

％ 20.1 62.3 3.7 30.6 3.2 2.1  

住宅の 

所有形態 

持家 

（一戸建て） 

持家 

（分譲マン

ション等の

集合住宅） 

賃 貸 住 宅

（一戸建て） 

賃 貸 住 宅

（民営のア

パート、マ

ンション） 

賃貸住宅 

（公営・公

社・ＵＲ等の

集合住宅） 

高齢者向

け住宅 
その他 

不明・ 

無回答 

％ 76.2 8.3 2.4 5.9 4.5 0.4 1.5 0.9 

同居している家庭の収入（含年金）

の合計額（税込み。1 か月当たりの

平均額。ボーナスがある場合はそれ

も含めた平均額。） 

～10 万円

未満 

10 万円～ 

20万円未満 

20 万円～ 

30万円未満 

30 万円～ 

40万円未満 

40 万円 

以上 

不明・ 

無回答 

％ 11.1 26.0 25.3 13.6 16.9 7.2 

 

図１ 年齢別の同居者(複数回答)       図２ 住宅形態別の同居する家庭の 

収入の合計額（一か月当たり） 
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同居している家庭の収入の合計額（税込

みで１か月当たりの平均額。ボーナスがあ

る場合はそれを含めて平均した額）は、「10

万円～20 万円未満」26.0％、「20 万円～30

万円未満」25.3％の順で多い（表２）。「10

万円未満」が 11.1％を占める一方で、「40

万円以上」が 16.9％となっている。住宅の

所有形態別にみると、賃貸住宅の居住者は

一か月当たりの収入が 20 万円未満の人が

６割を超えている（図２）。 

 

４．現在の住まいの問題点 

現在の住まいに対して感じている問題

は、全体では、「何も問題点を感じていない」

が 29.9％である（図３）。何らかの問題を

感じている人が多い。その内容は、「住まい

が古くなり、いたんでいる」29.5％、「地震、

風水害、火災などの防災面や防犯面で不安

がある」24.4％、「断熱性や省エネ性能が不

十分」16.9％、「家賃、税金、住宅維持費な

ど住宅に関する経済的負担が重い」15.5％、

「段差や階段等があり使いにくい」12.7％

の順となっている。 

年齢別に住まいの問題を比較すると、85

歳以上の人は「何も問題点を感じていない」

人がやや多い（図４）。しかし、「段差や階

段等があり使いにくい」は 80 歳以上の人

がやや多く、90 歳以上では更にその傾向が

顕著である。一方で、90 歳以上では「防災

面や防犯面の不安」を挙げた人は少なく、

緊急時の不安より日常生活の不便さを感

じている人が多い。

  

図３ 現在の住まいの問題点（複数回答） 
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図４ 年齢別にみた現在の住まいの問題点（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいの問題点を住宅の所有形態別に

みると（表３）、持家（一戸建て）の人は「何

も問題点を感じていない」が 29.8％で、多

く挙げられた問題としては、「住まいが古

くなり、いたんでいる」31.7％、「地震、風

水害、火災などの防災面や防犯面で不安が

ある」27.5％、「断熱性や省エネ性能が不十

分」19.0％の順で多い。 

次に持家（分譲マンション等の集合住宅）

の人は「何も問題を感じていない」が

42.1％で、他の住宅形態に比べると問題を

感じている人が少ない。内容としては、「家

賃、税金、住宅維持費など住宅に関する経

済的負担が重い」が 21.3％で最も多い。 

賃貸住宅についてみると、「何も問題点

を感じていない」人は、賃貸住宅（一戸建

て）では 12.5％、賃貸住宅（民営のアパー

ト、マンション）では 20.9％と少なく、何

らかの問題を感じている人が極めて多い。

「賃貸住宅（一戸建て）」では、「住まいが

古くなり、いたんでいる」45.3％が最も多

く、次に「家賃、税金、住宅維持費など住

宅に関する経済的負担が重い」と「台所・

便所・浴室などの設備が使いづらい」が同

率の 29.7％で続く。賃貸住宅（民営のアパ

ート、マンション）の場合は、「家賃、税金、

住宅維持費など住宅に関する経済的負担

が重い」が 30.4％と最も多く、「住まいが

古くなりいたんでいる」24.1％、「台所、便 

所、浴室、などの設備が使いづらい」17.7％

の順である。賃貸住宅（公営・公社・ＵＲ

等の集合住宅）は、「何も問題点を感じて 

いない」が 29.2％で、他の賃貸住宅に比べ

ると、問題を挙げる人が少ない。その中で
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も多く挙げられた問題は、「住まいが古く

なり傷んでいる」30.8％、「台所、便所、浴

室などの設備が使いづらい」29.2％の順で

ある。 

 

表３ 現在の住まいの問題点（住宅の所有形態別） 

 

所有形態 
問題の 

ない人 

問題の内容（割合の高い順） 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 

持家（一戸建て） 

(n=2041) 29.8％ 

老朽化 

31.7％ 

防災・防犯面 

27.5％ 

断熱性・省

エネ性 

19.0％ 

段差や階段 

13.9％ 

経済的負担

13.3％ 

持家（分譲マンション

等の集合住宅） 

(n=221) 

42.1％ 

経済的負担 

21.3％ 

老朽化 

11.3％ 

隣近所の音 

10.9％ 

防災・防犯面 

10.0％ 

住宅が狭い 

7.2％ 

賃貸住宅（一戸建て）

（n=64) 12.5％ 

老朽化 

45.3％ 

経済的負担、設備面 

29.7％ 

 

防災・防犯面、断熱性・省

エネ性 

20.3％ 

賃貸住宅（民営のアパ

ート、マンション）

(n=158) 

20.9％ 

経済的負担 

30.4％ 

老朽化 

24.1％ 

設備面 

17.7％ 

防災・防犯面、住宅が狭い 

15.2％ 

賃貸住宅（公営・公

社・ＵＲ等の集合住

宅）(n=120) 

29.2％ 

老朽化 

30.8％ 

設備面 

29.2％ 

経済的負担 

19.2％ 

防災・防犯面、断熱性・省エ

ネ性 

15.0％ 

※表中の選択肢の表記は省略している。 

※区切り線がない場合は同率順位を示している。 

 

 以上をまとめると、老朽化を問題と感じ

ていたのは、賃貸住宅（一戸建て）が最も

多かったが、持家（一戸建て）、賃貸住宅（公

営・公社・ＵＲ等の集合住宅）でも１番目

に挙げられていた。維持・修繕の費用が将

来どの程度必要となるか、先が見えないだ

けに、不安の材料となっている。防災・防

犯面については、共同住宅よりも持家（一

戸建て）のほうが問題になっている。共同

住宅は鉄骨造、鉄筋コンクリート造が多く、

防犯面でも侵入口が限られているため、比

較的安心だと考えられている。 

 

５．身体が虚弱化した際の意向 

身体が虚弱化した際にどのように暮ら

したいか、住み続けや改修の意向をみると、

最も多いのは身体機能が低下しても「現在

の住居に、とくに改修などはせずそのまま

住み続けたい」とする人で、44.5％である

（図５）。 

また次に多いのは、「介護を受けられる

特別養護老人ホームなどの施設に入居す

る」で 21.0％である。 

改修をした人及び将来考えている人は、

「虚弱化する前に改修済みのため、そのま

ま住み続けたい」8.3％、身体が虚弱化して

きたら「現在の住宅を改修し住みやすくす

る」15.7％であり、改修等をせずにそのま

ま住み続けたいと考えている人のほうが

多い。 

住み続ける場合と施設入居等の意向に

分けて、同居する家庭の収入別に比較する

と、収入が多いほど「現在の住宅を改修し

住みやすくする」とする割合が高い（図６）。

また収入が少ない人は、「虚弱化する前に

改修済みなのでそのまま住み続けたい」と
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する人が少ない傾向がみられる。施設に入

居する場合は、「介護を受けられる特別養

護老人ホームなどの施設に入居する」が最

も多いが、収入が一か月当たり 30 万円以

上の場合は、「介護を受けられる有料老人

ホームなどの施設に入居する」人も多く、

約 16％となっている（図７）。

 

図５ 虚弱化した際の住まいの意向（複数回答）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 虚弱化した際の住み続けの意向

（収入別）（複数回答） 

図７ 虚弱化した際の施設入居等の意向 

（収入別）（複数回答） 
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６．身体機能が低下した際に住み続けるた 

めに必要な改修の内容 

将来、身体機能が低下した場合でも現在

の住まいに住み続けたいと考えている人

に対し、どのような住宅改修が必要だと思

うか複数回答で回答を得た。結果としては、

既に改修済みの場合も含めると、「手すり

を設置する」69.1％、「床や通路面の段差解

消」42.5％、「畳に布団などの床に近い生活

からベッドなどの洋式の生活様式に変更

する」37.7％、「浴室やトイレに暖房装置を

設置する」35.4％、「浴槽を入りやすいもの

へ取り替える」34.9％の順であった(図８)。

バリアフリーの配慮のほか、ベッドや設備

に関する項目も挙げられている。 

 

 

図８ 身体機能が低下した際に必要な改修の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．防災対策の現状 

 地震などの災害に備えて、どのような対

策をしているかをみると、「特に何もして

いない」は 21.3％で、何らかの対策をして

いる人が多い。最も多いのは、「近くの学校

や公園など、避難する場所を決めている」

44.8％、「自分が住む地域のハザードマッ

プなどの情報を入手している」36.8％、「非

常食や避難用品などの準備をしている」 

34.3％で、避難や備蓄に関するものが多い 

（図９）。 

一方、室内の対策や住宅の耐震性能の向

上に関しては「家具や冷蔵庫などを固定し、

転倒を防止している」19.2％、「地震火災を

5.5
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和式便所を洋式便所などへ取り替える

床や通路面の材料の変更（滑りにくい材質への取り替え等）

引き戸などへ扉を取り替える

防災対策を行う（耐震補強・防火対策など）

住宅から公道に出るまでの段差を解消する

流しや洗面台、台所のコンロを取り替える

ブザーの設置など防犯設備や緊急通報のための装置を設置する

浴槽を入りやすいものへ取り替える

浴室やトイレに暖房装置を設置する

畳に布団などの床に近い生活からベッドなどの洋式の生活様式に変更する

床や通路面の段差解消

手すりを設置する

（%）

n=602
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防ぐための感震ブレーカーがついている」

13.1％、「地震や火災、風水害などに対する

強度や耐久性を専門家に見てもらい対策

をしている」5.4％となっており、対策を実

施している人が少ない。

図９ 地震などの災害に備えて取っている対策（複数回答） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

住宅に関わる対策について、同居人の有

無別にみたところ、「特に何もしていない」

人はひとり暮らしの場合に 27.2％と多い

（図 10）。例えば、「家具や冷蔵庫などを固

定し、転倒を防止している」人は、同居者

がいる場合は 21.0％だが、ひとり暮らしで

は 11.4％となっている。なお、「地震火災

を防ぐための感震ブレーカーがついてい

る」については、同居家族がいても設置者

は 13.9％に過ぎず、まだあまり普及が進ん

でいないことが窺える。支援制度を設けて

いる自治体もあるが、その普及については

これからの課題となっている。 

 同居する家庭全員の収入別にみると、や

はり収入が多い人のほうが対策を実施し

ている（図 11）。しかし収入が月に 40 万円

以上の人でも「家具や冷蔵庫などを固定し、

転倒を防止している」のは 25.9％、「住宅

の性能（地震や火災、風水害などに対する

強度や耐久性）を専門家に見てもらい、必

要な対策をしている」のは 10.0％で、対策

はまだ不十分だと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3

4.6

5.4

5.6

13.1

19.2

19.2

26.0

34.3

36.8

44.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

特に何もしていない

避難する際に家族・親族以外で支援してもらう人を決めている

地震や火災、風水害などに対する強度や耐久性を見てもらい対策している

家族・親族以外で頼れる人との連絡方法などを決めている

地震火災を防ぐための感震ブレーカーがついている

地域の防災訓練などに参加している
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自分が住む地域のハザードマップなどの情報を入手している

近くの学校や公園など、避難する場所を決めている
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８．まとめと考察  

本稿では、高齢者が感じている住まいの

問題の全体像と、身体が虚弱化した際の住

み続けや改修の意向、更に防災対策として

取り組んでいる内容について把握した。既

存の支援制度を踏まえて、更に必要とされ

ている支援の方向性を検討する。 

 

（１）住まいの問題 

「住まいの問題を感じていない」人は約

３割に過ぎず、多くの人が問題を感じてい

る。問題の内容としては、「老朽化」、「防災

面・防犯面」、「断熱性や省エネ性能」の順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で多く挙げられている。年齢別にみると、 

「段差や階段等」を問題と挙げている人は

80 歳以上が多い。また住宅の所有形態によ

り問題の傾向が異なり、老朽化が最も問題

とされているのは、持家（一戸建て）、賃貸

住宅（一戸建て）、賃貸住宅（公営・公社・

UR 等の集合住宅）である。持家（分譲マン

ション等の集合住宅）、賃貸住宅（民営のア

パート・マンション）では経済的負担が最

も問題とされている。 

老朽化に関しては、住宅・土地統計調査

（平成 30 年）２）によると、1980 年以前に

建設された築 44 年以上の建物の割合は、

図 10 同居人の有無別の住宅に関わる

防災対策 (複数回答) 

  図 11 収入別（一か月当たり）の住宅

に関わる防災対策 (複数回答) 
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持家（一戸建て）29.3％、民営借家（一戸

建て）36.2％、借家（公営・公社・UR）46.5％

となっている。特にこれらの形態では老朽

化が進んだものが多く存在しており、それ

が災害時の不安にも繋がっていると考え

られる。 

住まいの問題を解決するためには、専門

家による相談や低額収入者のための資金

面の支援が欠かせない。防災対策に関して

は、耐震診断や耐震改修のための助成・税

の優遇、専門家の派遣等がなされており、

住宅リフォーム推進協議会のホームペー

ジ３）でも各自治体の支援制度が紹介されて

いる。しかし現在のところ、支援対象は

1981 年５月以前の旧耐震基準以前の建物

が中心で、内容も地域により差がある。本

年１月の能登半島地震では、1981 年６月以

降の新耐震基準の建物も多数の被害が生

じており、今後の検証を踏まえて対象建物

の拡充が求められる。また、耐震改修は工

事中の生活の場をどう確保するか等、高齢

者等にとり負担が大きい。住み替えのほう

が適当な場合もあり、住宅と福祉の専門家

が連携して一人ひとりの事情に合わせて

相談を進める体制づくりが求められる。 

持家の場合は、各自が耐震化や住宅の修

繕等について日頃から意識をして、高齢化

する以前から準備をしておくことが望ま

れる。国が普及を進めている長期優良住宅
４）では、30 年以上の維持保全計画の作成を

義務付けている。マンションでも、長期修

繕計画の作成や修繕積立金についてガイ

ドライン５）がある。また中古住宅に関して

も流通促進のために、インスペクション

（点検・調査）６）が推進されている。住み

続けることを予定している持家（一戸建て）

においても、個人の責任として、購入当初

から長期修繕計画を立てて維持保全のた

めの資金等の準備をしておくことが必要

だと考えられる。 

 

（２）身体が虚弱化した際の住まい方 

将来、身体が虚弱化した際の住まい方と

しては、「現在の住居に、とくに改修などは

せずそのまま住み続けたい」とする人が

44.5％と最も多い。住宅・土地統計調査７）

では、高齢者のいる世帯に占める、一定の

バリアフリー化（２か所以上の手すり設置、

段差のない屋内）を施した住宅の割合は

42.4％となっている。既に一定のバリアフ

リー化がなされた住まいに居住している

人は、改修をせずにそのまま住み続けたい

と考えていることが予想できる。 

身体機能が低下した際に必要な改修の

内容としては、手すりの設置、段差の解消

など基本的なバリアフリーの配慮と同時

に、ベッドなど洋式の生活空間、浴室やト

イレの暖房装置、浴槽を入りやすいものに

交換、防犯設備や緊急通報装置などを挙げ

る人が３割を超えていた。 

要支援・要介護の高齢者等が利用する介

護保険８）では、住宅改修や福祉用具に関す

るサービスを利用することができ、必要な

場合は手すりの設置や段差の解消等に取

り組むことができる。上限が 20 万円で、所

得に応じた自己負担があるが、誰もが利用

できるサービスとして、大きな役割を果た

している。更に独自の住宅改修助成制度等

を創設している自治体もある。 

ベッドの利用に関しては、介護保険の福

祉用具貸与サービスの中に、「特殊寝台」が

あるが、原則、要介護２以上でないと利用

ができない。高度な機能の必要性はないが、

一般的なベッドを必要とする高齢者のた

めに、普通ベッドの貸与サービスなども需

要があると考えられる。 
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浴槽の交換に関しては、「浴槽を入りや

すいものに交換」したい人が全体で３割を

超えており、持家（一戸建て・分譲マンシ

ョン等）と賃貸住宅のいずれも同様の傾向

にあった。浴槽等の設備の交換については、

東京都など一部の自治体では助成がある

ものの、全国一律の制度ではない。日々の

生活の自立促進や介護負担の軽減に関わ

る問題であり、地域格差が生じないような

仕組みづくりが求められる。 

賃貸住宅のバリアフリー化に関しては、

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律」（住宅セーフテ

ィネット法）９）に基づく助成制度の利用も

考えられる。セーフティネット住宅として

登録が必要となるが、バリアフリー化や耐

震化のためのリフォーム費用の補助を受

けられる。賃貸住宅に居住する高齢者が安

心して居住できるよう、これらの制度の利

用促進を図ることも必要である。 

 

（３）防災対策について 

防災対策については、自分で特に対策を

していない人が２割おり、対策ができてい

ない人が一定数存在している。また、家具

の固定や感震ブレーカーの設置、耐震診

断・補強などの室内や住宅に関する防災対

策に取り組む人は２割程度と少ない。耐震

診断等の支援制度については先述したが、

その他、一部の自治体では、家具の転倒防

止、耐震シェルターや耐震ベッドの利用、

感震ブレーカーの設置等の支援制度も創

設している。これらの支援制度の啓発や、

まだ制度のない地域への普及を図ること

も必要とされている。自ら対策を取りづら

い一人暮らし等の高齢者のためには、福祉

の専門家に加えて住宅の専門家も連携し、

多様な支援制度を利用して安全な住生活

の実現を図ることが重要となっている。 

 

（注） 

 1   図表は全て、内閣府「令和５年度 高齢 

者の住宅と生活環境に関する調査結果」より 

筆者作成。 
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